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きではないか。

　質問事項、①現在、前述した通り、2018年度末ま

でに「かかりつけ医の普及を進める方策や外来時の

定額負担の在り方」について、社会保障審議会医療

保険部会で結論を示すこととしているが、限られた

時間において、日医はどのように対応する考えなの

か。②どのような医師が「かかりつけ医」なのか、

複数の医療機関に受診した場合、患者の理解が得ら

れるのか。十分な説明と納得がなければ、患者と医

師との信頼関係が損なわれ、地域医療に混乱を生じ

る可能性がある。さらに、日本の医療制度の特徴で

あるフリーアクセスを阻害する登録医制度へつなが

ることにならないのか。

　この２点について、日医執行部の見解をお伺いす

る。

　松本（吉）常任理事： 受診時定額負担について、

日医は繰り返し反対するとともに、政府に理解を求

めてきた。「国民一人一人が、まだかかりつけ医を

持つ段階に至っておらず、拙速な導入は、後期高齢

者診療料の時のような混乱を招くことから、受診時

定額負担は導入すべきではない」と説明し、経済・

財政再生計画改革工程表2016改定版では、結論を出

す時期が2017年末までに結論を得ると先送りされ

た。

　この件に関しては、財政健全化の主張もあり、議

論することは避けられないが、受診抑制につながる

受診時定額負担が導入されることのないよう、引き

続き政府に働きかけていく。

　かかりつけ医普及の制度的裏付けとして、2014年

度の診療報酬改定から新設された、かかりつけ医機

能を評価する点数である「地域包括診療料」「地域

包括診療加算」はいずれも始まったばかりであり、

受診時定額負担が導入されれば、かかりつけ医の普

及に水を差すことになり、今後の医療提供に重大な

影響を及ぼすものである。

　わが国の特徴である医療のフリーアクセスは、守

っていかなくてはならないが、大病院と中小病院・

診療所の外来の機能分化の観点から、大病院の直接

受診については是正も必要である。そこで昨年の診

療報酬改定で、紹介状なしで大病院を受診した揚合

の選定療養による定額負担が導入された。特定機能

病院と一般病床の500床以上の地域医療支援病院が

対象だが、対象の大病院の要件や負担額について

は、さらに現状を分析し検討を進めることも必要で

ある。

　そして、それにより生じた財源を地域連携の推進

やかかりつけ医の評価に充てていくことも一考に値

するのではないか。

　あわせて、厳しい財政状況の中、社会保障の理念

に基づき、受診時定額負担の前に、応能負担の議論

も進めていくべきことも主張していく。

　今代議員：冒頭の会長挨拶においても文中に「か

かりつけ医」という言葉が多かったように、日医と

して重要なテーマとして取り組んでいただけるとい

うことはよくわかった。

　外来の機能分化という観点はよくわかるが、例え

ば、かかりつけ医の登録制というような概念からい

うと、非常に強いゲートキーパー機能を持たせるこ

とは、アメリカのマネージドケア制度という悪夢が

思い出されるので、そうならないように注視してこ

れからも取り組んでいただきたい。
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